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社会福祉法人 雄心会 様が北洋医療福祉債を利用 
～医療・介護・福祉事業者向け債券発行スキーム～ 

 

 介護老人保健施設「いなほ」や養護老人ホーム「ひのき」を運営する、社会福祉法人雄

心会様(本社：北海道北斗市清水川４番地１、理事長：伊藤 正明氏)は、１月２５日に「北

洋医療福祉債」１億円/年限７年を利用します。 

 

北洋医療福祉債は法的に債券を直接発行できない医療法人等に、まず融資を実行し、そ

の返済を受ける権利を銀行から特定目的会社（ＳＰＣ）に譲渡することで、ＳＰＣがその

権利を裏付けとして発行する一般企業と同様の銀行保証付私募債です。 

 

北洋医療福祉債を利用するためには、医療法人等の規模、財務、収益内容等について厳

しい基準を満たしていることが必要であることから、「優良法人」として社会的評価がなさ

れます。また、投資家からみると、「医療法人等が確実に融資金を返済する経営体力を有す

るか否か」が判断基準となります。 

 

当法人のメリットは、①間接的に債券発行のメリットを享受できること、②健全経営の

ＰＲ効果が見込めることです。また、北洋銀行にとっては、①お客様ニーズへの対応強化、

および②医療、介護、福祉マーケットからの収益機会を拡大できる点に意義があります。 

 

当行は今後も、中小・中堅一般企業向けをはじめとして、医療法人等向けの本商品など、

多様な私募債を道内のお客様に対してご提案していく所存です。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

商品仕組図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）当行が医療法人等に社債内容とほぼ同内容（金利、利払い方法、償還方法他）

の貸付を実行。 

 

（２）上記貸付債権を当行がＳＰＣに売却。 

 

（３）ＳＰＣは購入した債権を基にＡＢＳ（アセット・バックド・セキュリタイズ：

資産担保証券 銀行保証付）を私募形式で発行。 

 

（４）ＡＢＳを当行が購入。 
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